
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人らの負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人木崎良平の上告理由について。

　原審の事実認定は、挙示の証拠関係に照らし、首肯することができる。そして、右

事実関係によるときは、本件事故は、貸物自動車を所有して運送業を営んでいた訴

外Ｄが被上告会社との運送契約に基づき自己の営業のためその被用者である訴外Ｅ

をして従事させていた加害自動車の運行中に生じたもので、被上告会社はＤとの右

運送契約上の注文主にすぎず、原判示のような事情から加害車の車体に被上告会社

の許諾を得てその社名が表示されていたとはいえ、右自動車の運行自体については、

被上告会社はなんら支配力を有していなかつたものというべきであるから、右事故

につき、被上告会社に自動車損害賠償保障法三条にいう「自己のために自動車を運

行の用に供する者」としての責任を負わせることはできないとした原審の判断も、

正当ということができる。原判決に所論の違法は認められず、論旨は、ひつきよう、

原審の適法にした事実の認定を非難するものか、あるいは、その認定にそわない事

実と独自の見解を前提として原審の判断の違法をいうものにほかならず、採用する

ことができない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。
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